
国
民
年
金
保
険
料
前
払
い（
前
納
）で

最
大
1
万
5
2
9
0
円
お
得
に

　
国
民
年
金
に
は
、
保
険
料
を
現
金

で
ま
と
め
て
前
払
い
を
す
る
と
割
り

引
き
に
な
る「
前
納
割
引
」制
度
が
あ

り
ま
す（
納
付
期
限
日
を
過
ぎ
て
か

ら
納
め
て
も
割
り
引
き
は
な
し
）。

希
望
月
か
ら
令
和
8
年
3
月
分
ま
で

の
保
険
料
は
、
指
定
の
納
付
期
限
日

内（
1
年
前
納
・
2
年
前
納
の
納
付

期
限
日
は
4
月
30
日（
火
））で
あ
れ

ば
前
納
で
き
ま
す
。

※
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

で
の
前
納
も
令
和
6
年
度
の
途
中
か

ら
ま
と
め
て
納
付
可

割
引
額
　
60
円（
2
か
月
前
納
）～

1
万
5
2
9
0
円（
2
年
前
納
）

※
割
引
額
は
前
納
す
る
期
間
に
よ
っ

て
異
な
る

問
合
せ
　
千
代
田
年
金
事
務
所

☎
0
3
‒
3
2
6
5
‒
4
3
8
1

国
民
健
康
保
険
　

令
和
6
年
度
の
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

　
6
月
に
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
年

間
の
保
険
料
は
6
月
～
翌
年
3
月
の

10
期（
回
）に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。年
金
引
き
落
と
し
の
方
は
、

4
月
の
納
付
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
率
　
左
表

■
国
民
健
康
保
険
制
度
と
は

　
国
民
健
康
保
険
制
度（
国
保
）は
、

自
営
業
者
や
会
社
を
退
職
し
た
74
歳

以
下
の
方
を
対
象
と
す
る
制
度
で

す
。「
国
民
皆
保
険
制
度
」の
中
核
を

担
う
制
度
と
し
て
、加
入
者
の
安
全・

安
心
な
医
療
の
確
保
や
健
康
保
持
増

進
な
ど
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
す
。

■
保
険
料
の
構
成（
図
）

　
加
入
者
が
納
め
る
保
険
料
は「
医

療
分
」と「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」、

40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
に
は
更
に

「
介
護
分
」を
加
え
て
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
所
得
に
応
じ
た「
所
得
割
」と
加

入
者
全
員
が
等
し
く
負
担
す
る「
均

等
割
」が
合
計
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保

険
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
2
0
4

千
代
田
区
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
は

各
種
健
康
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す

　
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
健
康
づ
く
り

と
医
療
費
削
減
の
た
め
、
各
種
健
康

サ
ー
ビ
ス
を
用
意
し
て
い
ま
す（
左

表
）。
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※（
★
）が
つ
い
て
い
る
サ
ー
ビ
ス

は
、
保
険
料
の
未
納
が
あ
る
方
は
利

用
不
可

問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保

険
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
2
0
5

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度
の
活
用
を

　
日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人

は
、
20
歳
か
ら
国
民
年
金
の
被
保
険

者
と
な
り
、
保
険
料
の
納
付
義
務
が

生
じ
ま
す
。
し
か
し
、
学
生
は
一
般

的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
本
人
所

得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
で

保
険
料
の
納
付
を
猶
予
で
き
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

承
認
期
間
　
4
月（
ま
た
は
国
民
年

金
加
入
月
）～
そ
の
年
の
年
度
末

※
過
去
の
期
間
は
、
申
請
日
か
ら
原

則
2
年
1
か
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
申
請
可
能

対
象
　
大
学（
大
学
院
）・短
期
大
学・

高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
専
修

学
校
・
各
種
学
校
に
在
籍
す
る
学
生

等
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が
基
準
以

下
の
方

※
対
象
の
各
種
学
校
は
、
修
業
年
限

が
1
年
以
上
で
、
都
道
府
県
の
認
可

を
受
け
て
い
る
学
校

※
夜
間
部
、
定
時
制
課
程
、
通
信
制

課
程
、
一
部
の
海
外
大
学
の
日
本
分

校
の
学
生
も
対
象（
海
外
に
所
在
地

の
あ
る
学
校
は
、
原
則
対
象
外
）

申
請
に
必
要
な
も
の
　
そ
の
年
度
の

学
籍
を
確
認
で
き
る
学
生
証
ま
た
は

在
学
証
明
書

申
請
方
法
　
郵
送
ま
た
は
直
接
居
住

し
て
い
る
区
市
町
村
の
国
民
年
金
担

当
窓
口
へ

問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

（
区
役
所
2
階
）

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
2
0
2

〒
1
0
2
‒
8
6
8
8
九
段
南
1
‒

2
‒
1
、

千
代
田
年
金
事
務
所

☎
0
3
‒
3
2
6
5
‒
4
3
8
1

名称 対象 内容

健康診断
（国保健診）

40歳～
74歳の方

区が指定する医療機関で無料で実施※1

人間ドックの
利用補助（★）

区が指定する医療機関で受診する場合、利
用料金から2万円を引いた金額で利用可※2

はり・きゅう・
マッサージの
施術補助券（★）

区が指定する施術所で利用できる1,000円の
補助券を年間24枚交付（保険適用の場合は補
助対象外／1回につき1枚利用可）

指定プールの
利用券（★）

40歳～
59歳の方※3 区が指定するプールの利用券を年間6枚交付

保養施設の利用

全員

近県の温泉地などの旅館を協定料金で案内

医療費のお知らせ 医療費の利用状況を年2回（11月、2月）送付

ジェネリックの
お知らせ

ジェネリック医薬品に切り替えた場合、い
くら安くなるかを年1～2回送付

※1 受診券を6月上旬に発送予定。届かない場合は健康推進課健康推進係（☎03-
5211-8171）へ問い合わせを　※2 受診前に申請が必要　※3 60歳以上の方は、年齢
を確認できるものを提示すれば無料

保険料率

医療分 後期高齢者
支援分 合計 介護分

所得割
（算定基礎額※に
対する料率）

7.63％ 2.74％ 10.37％ 1.64％

均等割
（1人当たり）

4万
5,400円

1万
5,000円

6万
400円

1万
6,200円

限度額
（1世帯当たり） 65万円 24万円 89万円 17万円

※前年の総所得および山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所
得金額などの合計から、基礎控除額（43万円）を控除した額（雑損
失の繰越控除額は控除しない）

保険料の構成
国民
健康
保険料

医療区分
・所得割
・均等割

後期高齢者支援金分
・所得割
・均等割

介護分
・所得割
・均等割

地区 施設名 交通（最寄り駅など） 予約申込
問合せ

区民料金
（区民宿泊
助成適用後）

区民確認

箱根
地区

湯本富士屋
ホテル

箱根登山鉄道
箱根湯本駅から徒歩3分 ☎0460-85-6111 2万円～

区民である事
がわかる本人
確認書類を持
参のうえフロ
ントで提示（区
民確認ができ
ない場合は一
般料金）

ホテルマロウド
箱根

箱根登山鉄道強羅駅
から専用送迎車5分 ☎0460-82-3131 1万9,000円～

湯河原
地区

ホテル城山 JR湯河原駅から徒歩2分

☎0570-038-489

1万3,830円～

ゆがわら
水の香里

JR湯河原駅から
バス停「温泉場中央」
下車徒歩0分 1万365円～

湯の里杉菜 JR湯河原駅から
送迎バスありゆがわら万葉荘

湯河原源泉の
お宿千代田荘

JR湯河原駅からバス停
「源泉郷」下車徒歩1分 ☎0570-02-6577 1万200円～

嬬恋
地区

嬬恋の宿
あいさい

JR軽井沢駅、
JR万座・鹿沢口駅から

送迎バスあり
☎0279-96-1280 9,000円～

予約後に施設
から送付され
る予約確認票
を持参

※料金は2名1室大人1名あたり1泊2食（夕・朝食）／消費税・サービス料込の区民負担額。12歳以上は別途入
湯税（150円）が必要
※小学生と幼児（未就学児）の料金、1名1室利用の料金は施設へ問い合わせ
※区民以外の同伴者は区民料金に別途3,000円

区民宿泊助成
協定宿泊施設の料金

令和
6年度

　対象施設を区民料金でお得に利用することができます。ご家族、ご友人と日頃の疲れを癒やし、ゆっ
たりと温泉をお楽しみください。予約時には区民であること、区民料金で利用したいこ
とを伝えてください。
予約方法　各施設に直接電話で予約（一部施設では各施設の公式HPから予約が可能）
問合せ　コミュニティ総務課管理係☎03-5211-4181

　男性の肛門がんや性感染症等の予防のため、任
意予防接種の費用助成を行います。

接種場所　区内の指定医療機関
※他区の医療機関で接種する場合は助成対象外
対象　接種日現在区に住民登録がある小学校6年
生～高校1年生相当年齢の男子
助成期間　高校1年生相当の3月末まで
助成回数・助成額　3回接種まで全額助成
※既に自己負担で受けた回数分は助成対象外
接種ワクチン　4価HPVワクチン（ガーダシル）
※2価・9価HPVワクチンは、国内で
男性への使用は未承認
接種方法　電話または区のポータルサ
イトで区に予診票を申請し、予診票が
届いたら区内指定医療機関へ予約をし
て接種。当日は必ず予診票を持参する
こと
※最新の指定医療機関は区のHPから
確認を
予診票専用電話　☎03-6256-9005
問合せ　健康推進課感染症対策係
☎03-5211-8172

▲区のポータ
ルサイト

▲区のHP
男子HPV（ヒトパ
ピローマウイル
ス）ワクチン任意
予防接種費用助成

男子HPVワクチン任意
予防接種の費用助成を行います

千代田区コールセンター　☎ 03ー3264ー3910 　令和 6年 4月 5日号（8）区政インフォメーション

☆広報千代田が無料アプリ「マチイロ」または「カタログポケット」で読めます。詳しくは、区のHPをご覧ください☆




